
　地下水

中小企業経営者の皆様。
利益を上げる、
 借入金を返す、
  その第一歩を。

このような悩みをお持ちの方 

の利用をご検討ください

中小企業のあらゆるフェーズを支援する
「中小企業の駆け込み寺」です

中小企業活性化協議会 は

3
経営状況が悪く

廃業も検討しているが、
廃業の仕方がわからない

廃業

1
売上げが増大せず、
経営の先行きに
不安を感じている

2
コロナ期の融資を始め、
借入金の返済の

目途が立たず困っている

制度詳細は裏面
をご確認ください！



2 再生支援・
プレ再生支援収益力改善支援

ガバナンスの体制整備支援も!！ 再チャレンジ支援
31

中小企業活性化協議会 とは

支援策と支援対象

協議会は、国が47都道府県に設置した、中小企業の活性化を幅広く支援する
「公的機関」です。全国の商工会議所などによって運営されており、金融機関・
専門家・各種支援機関と連携しながら、「収益力改善・事業再生・再チャレンジ」
の3つのフェーズで、中小企業を支援しています。

相談いただいた企業の課題や長所などを分析し、経営者とともに今後数年間を
見据えた再生計画を策定することで、返済額をキャッシュフローに合わせるリ
スケジュール・債務減免を受けられた事例もあるので、まずはHPから支援策や
支援例をご確認ください！

収益性のある事業はあるものの、財務上
の問題がある中小企業者が対象です。

中小企業活性化協議会が、金融機関から
返済猶予や債務減免等の支援を受けな
ければ事業再生が困難という状況にある
中小企業の事業面・財務面での改善を
図る再生支援を実施します。

事業継続が困難な中小企業、保証債務に
悩む経営者等が対象です。

協議会に所属する弁護士等の専門家が、
ご相談者の現状を分析して、円滑な廃業
や保証債務の整理などについて、説明や
助言を行います。

また、必要に応じて、外部の詳しい弁護士
を紹介します。弁護士にも助言します。

収益力低下や資金繰りの悪化等が生じ
るおそれがある中小企業者が対象です。
収益力改善計画（収益力改善アクション
プラン＋簡易な収支・資金繰り計画）の
作成を支援します。
必要に応じ、持続的・安定的な事業継続
や前向き投資の実施に向けた経営の透
明性確保等に向けたガバナンス体制の
整備を支援します。

中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジは、早期の相談が重要です。

まずは、最寄りの中小企業活性化協議会まで
お問い合わせください。

「相談で、企業は強くなる」

収益力改善支援ページ 再チャレンジ支援ページ再生支援・プレ再生支援ページ

中小企業活性化協議会
（中小企業庁ホームページ）

詳細な制度概要はこちら


